
令和8年(2026年)度特定医療費(指定難病)医療受給者証

更新手続のご案内
特定医療費(指定難病)医療受給者証は、令和8年9月30日で有効期間が終了します。

引き続き交付を希望される場合は、更新手続(申請書類の提出)が必要です。

申請書類の提出は令和8年7月31日(金)まで（消印有効）にお願いします。

● ７月31日(金)までに申請書類を提出された方から順番に更新手続を行います。

● ８月３日(月)以降に受け付けた場合や、申請書類に不足がある場合又は審査で

保留となった場合は、10月１日(木)までに更新後の受給者証がお手元に届かない

場合があります。

● 更新申請は９月30日(水)まで(消印有効)受け付けます。10月１日(木)以降の申

請は、原則新規申請に準じます。（疾患によっては追加書類が必要です。）

● 出来る限り神奈川県がん・疾病対策課への郵送による申請にご協力をお願いし

ます。（最終ページ左下の「あて名」を切り取ってご利用ください。）

◆更新手続の問合せ専用ダイヤル ０４５–２８５-０７５０

開設期間…令和８年６月１日～10月30日（土日祝日除く） ８：３０～１７：００

※更新申請受付中は、電話回線を増やしておりますが、例年つながりにくくなります。

お問合せの際は、お手元に受給者証をご用意ください。

 ※受給者証の発行状況や発行後の問合せについても期間中はこちらにお問合せください。

更新申請が認定された場合、更新後の受給者証は９月中旬以降に順次発送予定です。

受給者証の有効期間は令和8年10月１日～令和9年９月30日までとなります。
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１ 提出書類 (提出書類の詳細は、３ページ以降の該当する項目をご確認ください)

原則A（マイナンバーを記載する方法）により申請してください。

A 申請書にマイナンバーを記載して申請する場合の提出書類

マイナンバーを利用した情報連携により医療保険の加入状況や居住地、課税状況等を確認するので、③、

④、⑤の確認書類の提出を省略することができます。ただし、照会の結果、これらの情報を確認すること

ができなかった場合は、書類の追加提出を求める場合があります。

チェック欄 ①特定医療費支給認定申請書（更新用）

②臨床調査個人票

マイナンバーカード両面コピー（患者分）（☆）

申請書には患者と支給認定基準世帯員分の記載が必要

該当する方が提出する書類（⑥～⑩） どなたの分の記載が必要かは
4ページをご確認ください

（※）<注意>
マイナンバーを記載して申請する場合は患者分のマイナンバーカード両面コピーの提出が必須です。
（保健所等の窓口へ申請書類を提出する場合は、 マイナンバーカードの提示のみで可）

（☆）マイナンバーカード両面コピーをご提出できない場合は、次に掲げる
マイナンバー確認書類と 本人確認書類のコピーを提出してください。

【マイナンバー確認書類】
いずれか１点

○マイナンバーが記載された住民票等
○通知カード※
※ 通知カードに記載されている氏名・
住所が現在の住民票のものと一致
している場合に限ります。

＋
【本人確認書類】
いずれか１点
運転免許証・運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、

精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者
証明書など、顔写真付きのもの

上記書類の提出ができない場合、次のいずれか２点

健康保険証、住民票、社員証・学生証、年金手帳、児童扶養手当
証書、 特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、特定医療費(指
定難病)医療受給者証など

B 申請書にマイナンバーを記載しないで申請する場合の提出書類

チェック欄 ①特定医療費支給認定申請書（更新用）

②臨床調査個人票

該当する方が提出する書類（⑥～⑩）

どなたの分の記載が必要かは
4ページをご確認ください

④住民票の写し（世帯全員分及び続柄記載）（発行から3か月以内のもの）

⑤市町村民税の課税状況の確認書類（患者と支給認定基準世帯員）

書類が必要な方と、その必要書類は、
４、５ページをご確認ください

注意
Ａ・Ｂどちらの申請方法であっても、患者や支給認定基準世帯員が所得や税の申告をし
ていない場合、自己負担限度額の算定ができません。その場合は、市区町村の窓口で申
告いただき市町村民税(非)課税証明書の追加提出を求めることがあります。（支給認定
基準世帯員については、４ページをご確認ください）

③医療保険の資格情報が確認できる書類 （患者と支給認定基準世帯員）
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提出書類の詳細について

① 特定医療費支給認定申請書（更新用）

・申請書の記入例を参照し、誤りや漏れのないよう記入してください。記入内容に誤りがある
場合は、追加書類の提出を求めたり受給者証の発行に遅れが生じたりすることがあります。

・特例制度等（「軽症高額該当」「高額難病治療継続」「人工呼吸器等装着者」「按分」）
の申請を行う方は、申請書の該当欄にチェック をしてください。また「軽症高額該当」
「高額難病治療継続」の方は ⑥の書類等を、「按分」の方は⑨の書類等を添付してくださ

い。（特例制度については８ページをご確認ください）

② 臨床調査個人票

・症状が認定基準を満たしているかを、主治医（難病指定医等）に相談してください。
・必ず「難病指定医」又は「協力難病指定医」が記載したものを提出してください。
・「医療機関名」、「医療機関所在地」、「指定医番号」、「医師の氏名」、「診断年月
日」、「記載年月日」が記載されていることを確認し、記載から６か月以内のものを提出し
てください。

注意 同封の個人票を自分では記載せず、医療機関に提出して作成をご依頼ください。

③ 医療保険の資格情報が確認できる書類(患者及び支給認定基準世帯員分)

④ 住民票の写し (世帯全員及び続柄記載)（発行から３か月以内のもの）

・受給者(患者が18歳未満の場合はその保護者)の世帯全員及び続柄が記載された住民票が必
要です。

⑤ 令和8年度の市町村民税の課税状況の確認書類 (支給認定基準世帯員分)

・どなたの分の確認書類が必要となるかは、４、５ページをご確認ください。

③④⑤についてはマイナンバーカード両面コピー（患者分）の提出および支給認定世帯分

の申請書への記載により、提出を省略することができます。（詳細は２ページ参照）

⑥ 特定医療費（指定難病）医療受給者証の自己負担限度額管理票のコピー（推奨）

●自己負担限度額管理票とは
→医療機関が指定難病の治療にかかった金額を記入する
欄のことです。（右図参照）

●「更新申請を行う月以前の12か月」の自己負担限度額管理票が
対象となります。
【例】更新申請を令和8年7月に行う場合（7月に県が受理した場合）
→ 対象期間は令和7年8月から令和8年7月

軽症高額該当及び高額難病治療継続の特例制度の認定申請をする場合は、
審査に必要となる書類ですので、申請書の該当欄にチェック をし、
必ず提出してください。（詳細は８～９ページを参照）

注意

・ この書類は、必ずコピー（受給者番号、患者氏名等が記載されている欄も含む）を提出してください。

・ 受給者証の原本を提出しないでください。

・どなたの書類が必要となるのかは、４ページでご確認ください。
・生活保護を受給されている場合は、６ページの⑧をご覧ください。マイナンバーによる
提出書類の省略はできません。

○資格情報のお知らせ
○資格確認書
○マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの

のいずれか１点のコピーをご提出ください。
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支給認定基準世帯員の確認のフローチャート
どなたの③医療保険の資格情報が確認できる書類と⑤課税状況の確認書類が必要なのかをご確認ください

●「支給認定基準世帯員」とは、自己負担限度額の算定の基準となる方で、患者及び患者と同一
の保険に加入している方を指し、患者の加入する公的医療保険の種類等により異なります。
（住民票上の世帯員ではありません。）

患者の公的医療保険の種類は下記のどれに当てはまりますか

・国民健康保険
・国民健康保険組合

・後期高齢者医療制度 ・社会保険
全国健康保険協会
健康保険組合
共済組合
船員保険 など

表のＡをご確認ください 表のＢをご確認ください

患者本人が被保険者ですか？

患者本人が被保険者

表のＣをご確認ください

はい

被保険者は、市町村民税が

課税されていますか？

いいえ
（扶養されています）

被保険者は課税あり
表のDをご確認ください

被保険者は非課税
表のEをご確認ください

はい いいえ

支給認定基準世帯員

保険の種類
支給認定基準世帯員

（マイナンバーの記載又は③医療保険の資格情報が確認できる書類と
⑤課税状況の確認書類の提出が必要な方）

A
国民健康保険

国民健康

保険組合

患者と、患者と同じ国民健康保険に加入している方全員

(保険証の記号・番号が同じ方)

※患者以外の義務教育を修了していない方は、⑤課税状況の確認書類は不要です

B 後期高齢
患者と、患者と同じ住民票上で後期高齢者医療制度に加入して
いる方全員

C 社会保険 患者

D 社会保険
患者と、被保険者
※⑤課税状況の確認書類は被保険者のみ必要です

E 社会保険 患者と、被保険者

注意
マイナンバーを記載して申請する場合、申請書に支給認定基準世帯員全員のマイナン
バーが記載されていなかったり誤って記載されていたりしたときは、その方のマイナ
ンバー確認書類の追加提出を求めることがあります。
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「⑤令和８年度の市町村民税の課税状況の確認書類」の詳細（ア、イ、ウ）

市町村民税の課税状況が確認できる書類として、次のいずれかの書類を提出してください。

申請書に患者と支給認定基準世帯員分のマイナンバーを記載し、マイナンバーの確認書類(患者
分)を提出することで、⑤市町村民税の課税状況の確認書類（下記ア～ウ）を省略することがで
きます。

マイナンバーを記載しないで申請する場合は下記のとおり提出が必要です。

ア 市町村民税(非)課税証明書（原本）

○入手先：令和８年１月１日時点で住民登録がある市区町村役場の税務窓口
(郵送やコンビニ交付で取得できる市区町村もあります）

※課税地が令和８年１月１日時点の居住地と異なる場合は、課税地の税務窓口で取得して
ください。

※所得や税の申告をしていない場合、証明書の金額が空白や「＊」で表示されます。
課税金額や所得金額が「＊」で表示されている証明書では金額が確認できないため、

所得や住民税の申告をした上で、改めて証明書を取得してください。
被扶養者であっても申告が必要です。

イ 給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書（全てのページのコピー）
○給与所得者の方は５月頃に勤務先から配付、年金所得者の方は６月頃に自治体から
郵送されています。

○氏名と金額が記載されている部分を全てコピーしてください。
○個人に配付されたもので、市町村民税(所得割)が分かるものをご提出ください。
○源泉徴収票では受付できません。
○２か所以上から配付されている場合には、全て提出してください。

ウ 市町村民税の税額決定・納税通知書（全てのページのコピー）

○主に個人事業主の方など、普通徴収により市町村民税を納税している方に郵送されて
います。

○氏名及び金額が記載されている部分を全てコピーしてください。

（※）<注意>

● 所得や住民税の申告が必要です
患者や支給認定基準世帯員が所得や税の申告をしていない場合、自己負担限度額の算定ができ
ません。無収入の方についても申告が必要です。
マイナンバーを記載して申請した場合でも、市区町村の窓口で申告いただき市町村民税(非)課
税証明書の追加提出を求めることがあります。

● 令和８年度の市町村民税の課税状況の確認書類の提出が必要です
該当年度は令和８年度の書類となります。
令和７年度の市町村民税の課税状況の確認書類では受付できません。

● すべての方がマイナンバーの記載により提出を省略することができます
令和7年度までは、マイナンバーを記載して申請した場合でも、一部の方は市町村民税(非)課

 税証明書（原本）の書類の提出が必要でしたが、令和８年度は省略することができるようにな
りました。
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該当する方のみ提出する書類

⑦ 軽症高額該当、高額難病治療継続の要件を満たす場合、その証明書類

注意

・必要な提出書類や要件については８～９ページを必ずご確認ください。
・高額難病治療継続特例の認定を希望される方は、必ず申請書の該当欄にチェック をして
ください。チェック がされていない方は、証明書類の提出があっても審査されません。

⑧ 生活保護等の受給を証明する書類（※マイナンバーによる省略不可）

・次の１～３のいずれかに該当する場合は、それぞれ必要な書類を提出してください。
１ 生活保護を受給している場合
・生活保護を受給していることを証明する書類

２ 境界層措置該当者の場合
・境界層該当証明書

３ 中国残留邦人等支援給付受給者の場合
・本人確認証のコピー又は支援給付決定通知書のコピー

⑨ 同じ健康保険にご加入の世帯員の中に、他に特定医療費（指定難病）又は小児慢性
特定疾病医療費の受給者がいる場合は、その受給者証のコピー(申請書にも記載が必要です）

・申請書の特例制度の該当欄にチェック をした上で支給認定基準世帯員欄に対象者氏名と受
給者番号を記載してください（これらの記載がない場合按分されない可能性があります）。

・対象者が新規申請中の場合でも、申請することができます。更新後の受給者証は、自己負担
上限月額が按分されていない金額の受給者証を交付する場合があります。（対象者の認定後
に按分後の受給者証を交付します）。同じ住所でも公的医療保険が異なる場合は対象外です。

⑩ 令和７年分の障害年金、遺族年金、その他の給付金(※)にかかる証明書類

・支給認定基準世帯員全員の市町村民税（所得割及び均等割）が非課税であり、かつ、患者本
人に、令和7年１月から令和7年12月に障害年金その他の給付(下記の表に記載の給付金)が
あった方は、申請書の該当箇所に必要事項を記入の上、その証明書類を提出してください。

・患者の各収入を合計して82万6500円以下であることが確認できた場合は階層区分が「低所得
Ⅰ（B1）」となりますが、金額を確認できる書類が添付されていない、もしくは82万6500円

を超える場合は「低所得Ⅱ（B2）」となります。
(※)老齢年金のみを受給されている方は、申請書の該当箇所への記入と証明書類の提出は、不要です。

給付の種類 必要書類の例

国民年金法に基づく「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」、「寡婦年金」と法改正前の国民年金法に
基づく「障害年金」

年金振込通知書、
年金額改定通知書、
支給額変更通知書、
年金証書

のうち、いずれかひとつの
コピー

令和7年１月～12月の受給
額が分かるものを添付してく
ださい。

厚生年金保険法に基づく「障害厚生年金」、「障害手当金」、「遺族厚生年金」と法改正前の厚生年
金保険法に基づく「障害年金」

船員保険法に基づく「障害年金」、「障害手当金」と法改正前の船員保険法に基づく「障害年金」

国家公務員共済組合法に基づく「障害共済年金」、「障害一時金」、「遺族共済年金」と法改正前の
国家公務員等共済組合法に基づく「障害年金」

地方公務員等共済組合法に基づく「障害共済年金」、「障害一時金」、「遺族共済年金」と法改正前
の地方公務員等共済組合法に基づく「障害年金」

私立学校教職員共済法に基づく「障害共済年金」、「障害一時金」、「遺族共済年金」と法改正前の
私立学校教職員共済組合法に基づく「障害年金」

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合
法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち「障害共済年金」、
同条第六項に規定する移行農林年金のうち「障害年金」及び同法附則第二十五条第四項に規定する
「特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの」

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく「特別障害給付金」

労働者災害補償保険法に基づく「障害補償給付」、「障害給付」 当該給付金に関する
証書、振込通知書のコピー

令和7年１月～12月の受
給額が分かるものを添付し
てください。

国家公務員災害補償法に基づく「障害補償」

地方公務員災害補償法に基づく「障害補償」及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で「障害を支
給事由とするもの」

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく「特別児童扶養手当」、「障害児福祉手当」、「特
別障害者手当」並びに昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による「福祉手当」

生活保護受給証明書 (※発行から3か月以内のもの)

生活保護受給者証のコピー
生活保護決定通知書 等
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２ 臨床調査個人票の審査について

●臨床調査個人票に記載されている内容を審査します。

●認定されるためには、以下の ① 又は ② を満たす必要があります。

① 症状について、次の２つの「認定基準」を満たすこと

Ａ：診断基準 （対象疾病にり患しているのか）

Ｂ：重症度基準（症状が一定程度あるか）
・認定基準を満たしているかどうかについては、主治医（難病指定医・協力難病
指定医）に相談してください。

・疾病ごとの認定基準は厚生労働省や難病情報センター等のホームページで公開

されています。

② 重症度基準を満たさないが「軽症高額該当基準」の要件を満たすこと
・「軽症高額該当基準」の要件を満たしているかどうかについては、指定難病で
かかった医療費を確認することが必要です。

→ 詳しくは8ページ「軽症高額該当基準とは」をご確認ください。

＜審査の流れ＞

認定された場合、更新後の受給者証が交付されます

①「認定基準」を満たさず、かつ②「軽症高額該当基準」
の要件を満たさない場合は、不認定となります。

更新（有効期間の延長）はできません。

※不認定又は更新申請を行わなかった場合でも、改めて新規申請をすることができ
ます。その申請が認定となった場合の有効期間開始日は、新規申請に準じます。
（令和８年10月１日から有効期間開始日の前日までは、医療費助成は受けられま
せん。）

なお、不認定となった場合は、追って不認定通知を送付します。



３ 特例制度について

軽症高額該当基準とは

重症度基準のみ満たさない方を対象とした特例です。

国が定めた認定基準のうち診断基準を満たしているが、重症度基準を満たさない
場合に、

A「更新申請を行う月※以前の12か月」のうち

B「3か月以上、指定難病に係る月ごとの医療費総額(10割)が33,330円を超える」

方が該当します。

高額難病治療継続特例とは

注意
認定を希望される方は、必ず申請書の高額難病治療継続特例の認定の欄にチェック を
してください。チェック していない方は審査されません。

認定となった方の自己負担限度額を下げる特例です。※P10の表を参照してください

A「更新申請を行う月※以前の12か月」のうち

B「6か月以上、指定難病に係る月ごとの特定医療費の総額(10割)が50,000円を超
える」

方が該当します。

☆すでに高額難病治療継続特例の認定を受けている場合でも、更新時に改めて申請が必要です。

※高額難病治療継続特例の申請は、更新手続時以外でも、特定医療費支給認定変更申請書を使用し、
いつでも行うことができるため、認定要件を満たした時点で提出してください。

変更申請で認定となった場合の適用は、申請月の翌月１日からとなるため、有効期間開始日が10
月１日からの受給者証で高額難病治療継続特例の認定を受けたい場合は、９月30日まで（必着）に
提出してください。

※県又は保健所等窓口で受理した月
（郵送の場合は有効な申請が到着した月）

※県又は保健所等窓口で受理した月
（郵送の場合は有効な申請が到着した月）

☆提出書類 （軽症高額該当基準 及び 高額難病治療継続特例 共通）

申請書の特例制度の認定申請の欄に必ずチェック をした上で、
証明書類として次のいずれかの書類を提出してください。

ア 上記Ａ．の期間に使用した受給者証の、自己負担限度額管理票のコピー

（受給者番号、患者氏名等が記載されている欄を含め、受給者証両面コピーを推奨します。）

イ 診療明細書や領収書など、金額や点数がわかる書類のコピー

ウ 特定医療費請求書のコピー

8
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特例の条件を満たしているかの確認方法

● 軽症高額該当基準を申請する場合

「更新申請を行う月以前の12か月」のうち、

「３か月以上、指定難病に係る月ごとの医療費総額
（10割）が３３,３３０円 を超える」かどうかを自己
負担限度額管理票、診療明細書、領収書で確認して
ください。

【例】令和８年１月自己負担限度額管理票

1か月の合計が35,340円

令和７年 令和８年 申請月

月
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

× × × × ○ × ○ × × ○ × ○ × × ×

例：令和８年７月に申請する場合

〇…指定難病に係る医療費の総額が
33,330円を超えた月

×…指定難病に係る医療費の総額が
33,330円を超えない月

・この例では、対象期間は令和７年８月から令和８年７月になります。
・例では、対象期間内に、３か月以上、指定難病に係る医療費の月の総額（10割）が３３,３３０円
を超えているため、申請可能です。

● 高額難病治療継続特例を申請する場合

「更新申請を行う月以前の12か月」のうち、

「６か月以上、指定難病に係る月ごとの特定医療費の総額
（10割）が５０,０００円 を超える」かどうかを自己
負担限度額管理票、診療明細書、領収書で確認して
ください。

【例】令和８年１月自己負担限度額管理票

1か月の合計が55,000円

令和７年 令和８年 申請月

月
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

× × × × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

例：令和８年７月に申請する場合

〇…指定難病に係る特定医療費の総
額が50,000円を超えた月

×…指定難病に係る特定医療費の総
額が50,000円を超えない月

・この例では、対象期間は令和７年８月から令和８年７月になります。

（ただし、指定難病や小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちでなかった期間は対象外です。）

・例では、対象期間内に、６か月以上、指定難病に係る特定医療費の月の総額（10割）が５０,０００円

を超えているため、申請可能です。

高額難病治療継続特例の申請は、更新手続時以外でも、認定要件を満たした時点
で、特定医療費支給認定変更申請書を使用し、いつでも行うことができます。
なお、変更申請で認定となった場合の適用は、申請月の翌月１日からとなります。

注意



４ 自己負担限度額について

支給認定基準世帯員の所得や市町村民税（所得割）額に応じて、更新時に自己負担限度
額が算定されます。

階層区分 階層区分の基準

患者負担割合：２割又は１割

自己負担限度額（外来＋入院＋薬代＋介護給付費）

一般 高額難病治療継続
人工呼吸器等
装着者※１

Ａ 生活保護 ― 0円 0円 0円

Ｂ１ 低所得Ⅰ
市町村民税の
所得割・均等割
ともに非課税

患者本人の収入
82万6,500円以下

2,500円 2,500円

1,000円

Ｂ２ 低所得Ⅱ 患者本人の収入
82万6,500円超

5,000円 5,000円

Ｃ１ 一般所得Ⅰ 市町村民税課税以上※２
～（所得割額）７.１万円未満

10,000円 5,000円

Ｃ２ 一般所得Ⅱ 市町村民税（所得割額）
７.１万円～２５.１万円未満

20,000円 10,000円

Ｄ 上位所得 市町村民税（所得割額）
２５.１万円以上

30,000円 20,000円

※１ 人工呼吸器等装着者
指定難病により、人工呼吸器（酸素吸入器ではありません）や体外式補助人工心臓（ペース
メーカーではありません）を一日中装着しており、離脱の見込みがない方で、臨床調査個人票
（診断書）の該当欄の記載内容が、厚生労働省が定める要件を満たす方に適用される特例です。
適用を希望する方は、申請書の人工呼吸器等装着者の欄にチェック が必要です。

※２ 市町村民税の所得割額が０円でも、均等割額の課税がある場合は、自己負担限度額は
「一般所得（Ｃ１)」になります。

＜上位所得（Ｄ）について＞

● 申請書の「市町村民税（所得割）合計額は２５．１万円以上です」の欄に「○」を
記入した場合は、市町村民税の課税状況の確認書類の提出は不要です。
その場合、自己負担限度額は「上位所得（Ｄ）」として設定されます。
※ 例年、該当していないにも関わらず誤って申請書に「○」を記入する方が多くいます。

必ず税額を確認の上、記入してください。

● 海外在住や税法上の申告をしていないことから課税状況の確認書類が提出できな
い場合は、自己負担限度額は「上位所得（Ｄ）」として設定されます。

10
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５ Q＆A（よくある質問）
Q１. 臨床調査個人票は自分で書いてよいですか？

A. 臨床調査個人票は難病指定医又は協力難病指定医が書くものです。

ご自身で記入しないでください。

Q２. 更新申請をする時点では74歳だが、9月30日までに75歳となり、後期高齢の保険に変わ

る場合どうしたらよいですか？

A. 更新申請をする時点で加入している保険で更新申請を行い、後期高齢の保険に変わったら速や

かに特定医療費支給認定変更届出書を使用し、変更手続きを行ってください。
※処理の関係上、75歳になったと確認できた段階で、後期高齢の保険証等を求める不備通知を
  出す場合がございます。

Q３. 令和７年に障害年金、遺族年金、その他の給付金を受給しているが、どのような証明書類

を添付すればよいですか？

A. 給付されている年金又は給付金の種類によって、必要書類が異なります。

詳細に関しては、６ページの表を確認してください。
また、必要書類は令和７年１月～12月の受給額が分かるものを添付してください。

令和6年6月から
令和6年12月の
各期支払額

令和7年2月
の支払額

令和7年4月
の支払額

令和7年6月から
令和7年12月の
各期支払額

令和8年2月
の支払額

令和8年4月
の支払額

参考：前回支払額
令和8年4月
の支払額

【例】年金改定通知書及び年金振込通知書の場合

Q４. ６ページの⑩障害年金、遺族年金、その他給付金に老齢年金は含まれますか？

A. 含まれません。

Q５. 更新申請時には高額難病治療継続特例に該当しなかったが、申請後に該当基準を満たす場合

はどうしたらよいですか？

A. 高額難病治療継続特例の申請は、更新手続時以外でも、いつでも行うことができます。認定要

件を満たした時点で特定医療費支給認定変更申請書を提出してください。

※変更申請で認定となった場合の適用は、申請月の翌月１日からとなるため、有効期間開始日が
10月１日からの受給者証で高額難病治療継続特例の認定を受けたい場合は、下記の日程までに
提出してください。

・郵送で提出する場合・・・・必ず９月30日までに当課が受理するよう郵送してください(９月30日必着)。

・保健所等に直接提出する場合・・・・9月30日までに窓口へ提出してください。

各様式は神奈川県ホームページ「神奈川県 指定難病医療費助成制度」の「様式集（指定難病医
療費助成制度）」から印刷していただくか、保健所等で入手することができます。



６ 提出方法について
＜書類の送付先＞ 提出は、7月31日（金）まで（消印有効）にお願いします。

〒231-8588神奈川県がん・疾病対策課難病対策グループ更新担当
（住所の記載は不要です。本ページ左下部の「あて名」を切り取ってご利用ください。）
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● 郵送する前には、提出書類のチェック欄（２ページ及び申請書右下欄）及び提出書類の詳細説明
（３～６ページ）を活用して、申請書類に不足がないよう十分に確認をしてください。

● 郵送の際は簡易書留や特定記録、レターパックなど送達状況が確認できる方法でお送りください。
● 更新手続は、郵送又は各保健所等窓口での提出により行うことができますが、出来る限り

上記書類の送付先への郵送による申請にご協力をお願いします。

◆更新手続の問合せ専用ダイヤル ０４５–２８５-０７５０

開設期間…令和8年６月1日～10月30日（土日祝日除く） ８：３０～１７：００

※更新申請受付中は、電話回線を増やしておりますが、例年つながりにくくなります。

お問合せの際は、お手元に受給者証をご用意の上ご連絡ください。

＜県保健福祉事務所・保健所等一覧＞

名称 所在地 電話番号
集中受付期

間

平塚保健福祉事務所 （平塚市・大磯町・二宮町） 平塚市豊原町6-21 0463-32-0130

平塚保健福祉事務所 秦野センター（秦野市・伊勢原市） 秦野市曽屋2-9-9 0463-82-1428

鎌倉保健福祉事務所 （鎌倉市・逗子市・葉山町） 鎌倉市由比ガ浜2-16-13 0467-24-3900

鎌倉保健福祉事務所 三崎センター （三浦市） 三浦市三崎町六合32
三浦合同庁舎３階 046-882-6811

小田原保健福祉事務所
（小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町）

小田原市荻窪350-1
小田原合同庁舎４階 0465-32-8000

小田原保健福祉事務所 足柄上センター
（南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成
町）

開成町吉田島2489-2
足柄上合同庁舎４階 0465-83-5111

厚木保健福祉事務所
（厚木市・海老名市・座間市・愛川町・清川村）

厚木市水引2-3-1
厚木合同庁舎３号館１階 046-224-1111

厚木保健福祉事務所 大和センター（大和市・綾瀬市） 大和市中央1-5-26 046-261-2948 7/1～7/31

横須賀市保健所 横須賀市西逸見町1-38-11
ウェルシティ市民プラザ３階 046-822-4385

藤沢市保健所 藤沢市鵠沼2131-1 ４階 0466-50-3593

茅ヶ崎市保健所
茅ヶ崎市在住の方

茅ヶ崎市茅ヶ崎1-8-7 0467-38-3315
7/13～7/17

寒川町在住の方 7/23

◎令和８年４月から県保健福祉事務所の窓口受付時間を午前9時～12時、午後13時～16時30分に変更する試
行を行っています。（横須賀・藤沢・茅ヶ崎市保健所の受付時間は各保健所にお問い合わせください）

◎窓口業務を円滑に行うため集中受付期間を設けている保健福祉事務所等があります。窓口でご申請をされ

る場合は、上記一覧に記載されている集中受付期間内でのお手続きにご協力をお願いします。

◎各保健福祉事務所等において、難病講演会等を開催しています。

難病講演会等の予定については、ホームページに掲載していますので、ご覧ください。

ホームページは で もしくは こちらからかながわの難病対策 検索

送付時のあて名として、切り取ってご利用くだ
さい。
（はがれないように糊やテープでしっかり貼り付
けてください）
切手の貼付は別途必要となります。

キリトリ

〒２３１－８５８８

神奈川県 がん・疾病対策課
難病対策グループ 更新担当 行き
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